
様式第１号

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

□

有 無

備　考

個人情報ファイル簿

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

1.受診日　2.名前　3.性別　4.所見（検査結果）

児童生徒健康診断結果（心電図検査）

豊岡市

教育委員会　学校教育課　学務係

児童生徒の健康診断（心電図検査）の結果把握

学校教育法及び学校保健安全法に規定する学校に就
学させるべき者の内、小学校１年生、中学校１年
生、及び義務教育学校７年生

学齢簿

含まない

実施機関内部

教育委員会　学校教育課　学務係

〒668-8666 兵庫県豊岡市中央町２－４

個人情報ファイルの種別

なし

なし

☑□

☑

法第60条第２項第１号
（電算処理ファイル） 法第60条第２項

第２号（マニュ
アル処理ファイ
ル）

政令第20条第７項に該当する
ファイル



様式第１号

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

☑

有 無

備　考

個人情報ファイル簿

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

1.個人識別符号（宛名番号、世帯番号） 2.氏名 3.
住所 4.生年月日 5.性別 6.年齢 7.保護者 8.続柄
9.就学指定校 10.就学校

学齢簿

豊岡市

教育委員会　学校教育課　学務係

義務教育の実施確保及び就学等の履歴把握のため
（学校教育法施行令第一章第一節第一条）

学校教育法施行令に規定する学齢児童及び学齢生徒

住民基本台帳

含まない

実施機関内部

教育委員会　学校教育課　学務係

〒668-8666 兵庫県豊岡市中央町２－４

個人情報ファイルの種別

なし

なし

☑□

□

法第60条第２項第１号
（電算処理ファイル） 法第60条第２項

第２号（マニュ
アル処理ファイ
ル）

政令第20条第７項に該当する
ファイル



様式第１号

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

□

有 無

備　考

個人情報ファイル簿

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

＜学籍に関する記録＞1.児童生徒の氏名、性別、生
年月日及び現住所 2.保護者の氏名及び現住所 3.入
学前の経歴 4.入学・編入学等 5.転入学 6.転学・退
学等 7.卒業 8.進学先 9.学校名及び所在地 10.校長
氏名印、学級担任氏名印
＜指導に関する記録＞1.各教科の学習の記録 2.特別
の教科道徳 3.外国語活動の記録（小学校及び義務教
育学校前期課程） 4.自立活動の記録（特別支援学
級） 5.総合的な学習の時間の記録 6.特別活動の記
録 7.行動の記録 8.総合所見及び指導上参考となる
諸事項 9.出欠の記録

指導要録

豊岡市

教育委員会　学校教育課　指導係

児童生徒の学籍並びに指導の過程及び結果の要約を
記録し、その後の指導及び外部に対する証明等に役
立たせるため（文部科学省通知）

対象児童生徒、対象児童生徒保護者、対象児童生徒
在籍学校長、対象児童生徒在籍学級担任

住民基本台帳、学齢簿、在籍小・中学校、義務教育
学校

含まない

実施機関内部

教育委員会　学校教育課　指導係

〒668-8666 兵庫県豊岡市中央町２－４

個人情報ファイルの種別

なし

なし

☑□

☑

法第60条第２項第１号
（電算処理ファイル） 法第60条第２項

第２号（マニュ
アル処理ファイ
ル）

政令第20条第７項に該当する
ファイル
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個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

☑

有 無

備　考

個人情報ファイル簿

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

1.氏名 2.住所 3.生年月日 4.性別 5.年齢 6.保護者
7.続柄 8.就学校 9.保護区分 10.税情報 11.口座情
報 12.個人識別符号（宛名番号、世帯番号）

就学援助システム

豊岡市

教育委員会　学校教育課　学務係

就学援助の支給を適正に行うため（豊岡市就学援助
費支給規則）

就学援助の受給資格者、対象児童生徒、対象児童生
徒の父母、対象児童生徒の属する世帯の世帯員

本人、住民基本台帳

含まない

実施機関内部

教育委員会　学校教育課　学務係

〒668-8666 兵庫県豊岡市中央町２－４

個人情報ファイルの種別

なし

なし

☑□

□

法第60条第２項第１号
（電算処理ファイル） 法第60条第２項

第２号（マニュ
アル処理ファイ
ル）

政令第20条第７項に該当する
ファイル


